
　

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、
保
育

所
等
に
通
っ
て
い
な
い
こ
ど
も
が
月
一
定

時
間
の
利
用
可
能
枠
の
中
で
就
労
要
件

を
問
わ
ず
に
保
育
所
等
を
利
用
で
き
る

国
の
新
た
な
制
度
で
、
全
国
で
始
ま
り

ま
す
。

▼
対
象

０
歳
６
ヶ
月
〜
３
歳
未
満
の
保
育
所
等

に
通
っ
て
い
な
い
こ
ど
も
（
誕
生
日
の

前
々
日
ま
で
）

▼
利
用
可
能
時
間

月
10
時
間
ま
で

▼
町
内
利
用
可
能
施
設

決
定
次
第
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
掲

載
予
定

▼
利
用
の
流
れ

認
定
申
請
の
受
付
を
令
和
８
年
３
月
よ

り
実
施
予
定

①
認
定
申
請

②
認
定

③
事
業
所
面
談

④
利
用
予
約

⑤
利
用

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
こ
ど
も
家
庭
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

肝
付
町
役
場　

健
康
増
進
課

こ
ど
も
家
庭
係

☎
０
９
９
４（
35
）１
３
０
０

　

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
は

障
害
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
に
令
和
８

年
度
入
校
生
を
募
集
し
ま
す
。

▼
訓
練
期
間

１
年
間
（
令
和
８
年
４
月
〜
）

▼
選
考
日
（
試
験
会
場
）

３
月
15
日
（
日
）

（
本
校
・
薩
摩
川
内
市
）

▼
訓
練
科　

情
報
電
子
科　
ほ
か

▼
入
校
料
・
授
業
料　

無
料
（
寮
有
り
）

▼
申
込
期
限　

３
月
５
日
（
木
）

▼
申
込
方
法　

お
近
く
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
０
９
９
６（
44
）２
２
０
６

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
の
や

☎
０
９
９
４（
42
）４
１
３
５

町からの
お知らせ

～知って役立つ～
鹿
児
島
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校  

入
校
生
募
集

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

が
全
国
で
始
ま
り
ま
す

「市町村交通災害共済」加入申込開始
市町村交通災害共済とは、⿅児島県市町

村総合事務組合が運営する、加⼊者が交通
事故にあわれた場合に⾒舞⾦を⽀給する制
度です。加⼊は任意で、強制ではありませ
ん。１年毎に加⼊申し込みが必要です。
 詳しくは振興会を通じて
配布されるパンフレットま
たは町ホームページをご覧
ください。

３月９日（月）～３月27日（金）
（土・日・祝日を除く　午前８時30分～午後５時まで）

令和８年４月１日時点で肝付町に住所を登録されている方
（年齢不問）

加入者１名につき500円
（途中加入者や途中転出者についても同額）

令和８年４月１日～令和９年３月31日
※４月１日以降の申込みの場合は加入日の翌日より適用

受 付 期 間

対 象 者

掛 金

共 済 期 間

申し込み方法

振興会に加入している方 振興会に加入していない方
振興会を通じて加入申込書が配布されます。
掛金支払い時期等の詳細は、ご自身の振興会へ
ご確認ください。

加入申込書は下記の提出先窓口にて申請時に発
行します。その際窓口で、掛金をお支払くださ
い。
※加入申込書の個別郵送はありませんので、
　下記窓口にお越しください。

提出先・お問合せ先

内之浦総合支所　町民生活課　☎0994（67）2111
肝付町役場　　　総務課　　　☎0994（65）2511

岸良出張所　　　　　　　　　☎0994（68）2001
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